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網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会 

（第 6 回議事録） 

 

開催日：令和２年２月２８日（金） 

時 間：午後４時 00 分～５時４０分 

場 所：オホーツク・文化交流センター 

2 階 大会議室 

 

１ 開  会 

＜出欠状況の確認＞ 

・網走バス㈱ 小澤委員、網走医師会 金川委員、網走商工会議所 北村委員、

網走青年団体連合会 長井委員、網走信用金庫 伴委員は欠席。 

・オホーツク網走農業協同組合専務理事 乾氏、網走市社会福祉協議会副会長 

野田氏、網走市スポーツ協会副会長 多田氏が代理出席。 

・市庁舎整備推進室出席者 後藤室長、岩永次長、佐々木次長、北村参事、日

野参事、遠藤主査 

・㈱ドーコン出席者 北條氏、山本氏、齋藤氏、菊地氏 

・網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会設置要綱第６条により、半数以上

の１７名の委員の出席が確認できた為、本会議は成立する。 

・今回の委員会の議事録署名委員は、後藤田委員、新谷（靜）委員である。 

 

２ 議  事 

(１) 網走市の人口推計について 

（委 員 長）それでは、議事（１）網走市の人口推計について、前回の委員会

の中で、これからの網走市の人口の推移についての説明をいただ

きたいという委員からのご発言があったということで、事務局か

らご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（事務局岩永次長） 

庁舎整備推進室次長をしております、岩永と申します。それでは網

走市の人口推計について、この推計をまとめた情報政策課の立場で

説明させて頂きたいと思います。およそ１０分程度でご説明をさせ

て頂きます。資料をご覧いただきたいと思いますが、上が１ページ、

下が２ページという形になっていきます。１ページ目ですけれども、
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これは直近の、平成２７年の国勢調査によるものでございます。２

０１５年までが実績値、それ以降２０６０年までは推計値というこ

とになりまして、真ん中辺りに点線で区切られているのがおわかり

になるかと思います。前回、平成２２年の国勢調査のものと比較を

しますと、２０６０年の日本の姿は、生産年齢人口や合計特殊出生

率が改善され、高齢化比率が下がる、という見通しになっておりま

す。これはあくまでも率の話でございまして、私達はその実数にも

着目しながら政策を立案することが必要だというふうに考えてご

ざいます。 

その下、２ページのグラフですけれども、これは網走市の人口の自

然動態、生まれる方と亡くなる方の差、それから社会動態、転入さ

れる方と転出される方の差を勘案して推計したグラフで、平成２７

年に策定したものでございます。この時点での網走市の人口の将来

展望は、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、２０４０年の

人口は３１,０００人程度になるというものでしたが、市では総合

戦略の効果を十分に実現することを前提に、２０４０年には赤の実

線のように、人口３２,９００人を確保するという目標を平成２７

年の段階で人口ビジョンという形でお示しをしました。しかし、一

番新しい平成２７年の国勢調査の結果を用いますと、全国的に人口

減少に歯止めがかかっておりませんし、網走市も例外ではないとい

うことでございます。 

次のグラフを御覧いただきたいと思いますが、３ページですが、こ

れが一番新しい平成２７年の国勢調査の結果で推計がされ、平成３

０年に公表された、社人研（国立社会保障・人口問題研究所）の推

計値を用いた将来人口の推計でございます。平成２７年に作成した

人口ビジョンの数値と比較をしますと、２０４０年において、社人

研推計の値では、３０,９５５人から２７,８９６人と３,０５９人

減少し、国の目標値では、３２,４５４人から２８,５２３人と３,

９３１人減少しています。網走市の目標値では３２,８１７人から

２８,８４５人と３,９７２人減少しておりまして、当初推計よりも、

より一層減少した推計値となっております。 

その下、４ページでございますが、人口推計のポイントとしては４

つの指標が示されております。１つ目は総人口、次に生産年齢人口、

次に６５歳人口でございます。さらに３９道府県では、人口が減少

するということが特徴となっておりますけれども、さらに網走市の

ような地方都市にとって重要な指標は、７５歳人口の推移でござい

ます。これは２０３０年までは全ての都道府県で増加をし、その後

は減少に転じますけれども、大都市圏では著しく増加するという推
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計となっておりまして、右端の山の頂上部、この層がいわゆる団塊

の世代と言われる層ですけれども、２０２５年には医療負担の大き

い、後期高齢者に移行します。この層の多くは大都市圏に住んでお

りますので、北大公共政策大学院の石井教授によりますと、大都市

圏で７５歳以上の方達に対する社会保障に費やす出費が膨大とな

れば、地方へ分配する交付税や補助金の財源は期待できなくなると

のことです。つまり、均衡ある分配を支えるべき財源がなくなると

いうふうに指摘をされておりまして、もちろん、網走市の医療・介

護を中心とする社会保障費も膨大になっていくということでござ

います。 

次に５ページでございますが、５歳刻みの年齢別に人口構造を表し

たもので、青と黒の点線は、国と北海道の人口構造を表しておりま

すけれども、網走市の人口構造には、日本や北海道のものとは違う

特徴があることに気づきます。赤の実線でお示しをしておりますが、

１０代後半から２０歳代前半のところに「３つ目の山」をもってい

るというところです。このような同様の構造をもっているのは、そ

れぞれの３つ目の山の頂点の位置は違いますけれども、道内では恵

庭、室蘭、北斗の３市だけで、これらの都市は、５年前よく言われ

ておりました消滅可能性自治体というものには該当しない都市で

ございます。今後、人口減少問題に向き合う政策を考える際には、

ここが強み、ストロングポイント、他の地域にはない強みになるの

ではないかというふうに考えております。ここに滞留している層を

網走市に定着させる手立てはないだろうか、ということでございま

す。 

次に６ページになりますけれども、この表は、年齢別人口指標を示

しておりまして、２０１５年の国勢調査を１００とした場合に、２

０４０年、２０４５年にどのような姿になるかということです。道

内都市、３５市ございますが、人口減少が少ない順に、上位を抜粋

したものでございます。左側のセルのところになりますが、網走市

の０歳から１４歳の人口の指標につきましては、２０４０年、２０

４５年のいずれも道内では上位６位です。２０１０年の国勢調査の

推計と比較すると、２０４０年で８ポイント、２０４５年で２.８

ポイント増加していることがわかります。またその隣、１５歳から

６４歳人口の指標につきましては、２０４０年で１２位、２０４５

年で１１位となりまして、２０１０年の国勢調査の推計と比較しま

すと、２０４０年で４.０ポイント、２０４５年で１０.８ポイント

減少していることが見て取れます。また、総人口の指標は、２０４

０年、２０４５年のいずれも１３位で、前の国調の推計と比較をし
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ますと、２０４０年で４.１ポイント、２０４５年で１０.３ポイン

ト減少しているということがわかります。 

一枚めくっていただきまして、この表は、年齢別の人口割合を示し

ております。同様に２０１５年の国勢調査を基準とした場合の２０

４０年、２０４５年の割合を、同じように道内３５市で比較をしま

した。網走市の０歳から１４歳の人口の割合は、２０４０年、２０

４５年のいずれも５位で、前回の国勢調査の推計と比較をすると、

２０４０年で１.３ポイント、２０４５年では１.４ポイント増加を

していることがわかります。また１５歳から６４歳の人口の割合で

は、２０４０年、２０４５年のいずれも８位で、前回国勢調査の推

計と比較をしますと、２０４０年で３.９ポイント、２０４５年で

５.５ポイント減少してございます。一番右端の総人口の姿は先程

の表を再掲したものでございます。 

その下になりますけれども、網走市の産業別のバブルチャートをお

示ししています。平成２８年に実施をされた経済センサス活動調査

というものがございますが、この調査結果を数値に置き換えますと、

網走市の産業構造は、一番右側にあります「卸売・小売業」、それ

からその左の上の方にあります、「医療・福祉」の２つが付加価値

額、従業員数の面で、目立つ存在となっておりますけれども、これ

らは典型的な域内市場産業といわれる構造になっておりますので、

いわゆる斜里郡３町を含んだ２次商圏の人口動向に非常に左右さ

れる産業になってございます。一方、域外から外貨を獲得すると言

われる主要産業については、主に「農業・漁業」「製造業」「建設業」

であることも変わりがありませんけれども、特に「製造業」におき

ましては、前回調査の時より付加価値額、付加価値率ともに向上し

ておりまして、さらなる生産性向上等による「稼ぐ力」の強化が必

要だというふうに考えております。 

次のページになりますけれども、網走市で最も雇用を吸引して、付

加価値額が大きいのは先程申し上げた「卸売・小売業」でございま

す。近接する小清水町、清里町、斜里町とともに「網走商圏」を形

成して、商業面で地域の中核としての役割を果たしております。た

だし、商圏の人口は、１９８０年・昭和５５年から２０１５年・平

成２７年までに１９％減っております。特に、網走市では１３％の

減少に留まるのに対して、商圏を形成する３町では、合計で２７％

もの減少になっております。２０４５年には、網走市と３町との合

計で３万８千人まで減少し、１９８０年・昭和５５年当時の約半数

になることから、商業、サービス業をはじめとする域内市場は、今

後、大幅な市場縮小となることが予想されることになります。 
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その下ですが、就業者数の推移についてのグラフです。網走市は、

２０００年代に入りますと生産年齢人口が減少し、それに伴って、

就業者数も１９９５年・平成７年をピークに減少しております。 

今後、これまでのように人口減少が継続した場合には、２０４５年

には、就業者数が９,９０３人にまで減少することが予測されてお

ります。 

最後になりますけれども、就業者数の年齢構成を示したグラフです。 

就業者の年齢構成を見ますと２０歳～５０歳代の働き盛りの層が、

大幅に減少することが見込まれておりまして、これは、市内での経

済活動、いわゆる生産や消費の停滞を招くだけでなくて、地域社会

での担い手不足により、安全・安心を確保できなくなる可能性があ

るということを示すものというふうに考えております。 

非常に大雑把な説明で恐縮ですけれども、以上で網走市の人口推計

についての説明を終わりたいと思います。 

（委 員 長）どうもありがとうございました。今ご説明がありましたように、

当初の推計よりも、やはり人口の減少が進んでいるとのことです。

ただ、網走の特徴としては２０歳前後のところにピークがあるこ

と、そのポイントをどう活かすかということ、ただし、やはり全

体といたしましては、これは日本全体の構造として人口が減少し、

さらに網走市だけではなくて、この商圏を形成している地域全体

の人口減少が大きく、将来、網走のいろんな産業活動、経済活動

に大きく影響していく、といったようなご説明かと思いますが、

そういった中で、今検討されている市庁舎の機能、仕組みという

ことが問われてくるということになってございますので、委員の

皆さん方で、ただいまの事務局からの説明について、この点、あ

るいはこの表を見たところで何かわからない点などございました

らご質問いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

（本間委員）４ページ目の人口減少社会への挑戦＠網走市、その中で、この左

側の方に、総人口っていうのはわかるけど、生産年齢人口、６５

歳人口、３９道府県で人口が減少はいいのですが、この表自体は

総人口の表ですよね。 

（事務局岩永次長） 

このグラフは、５歳刻みで人口構造がどのようになっているかとい

うことを示した網走市と全国と北海道の比較の表になっています。 

（本間委員）そうですね。というのは、生産年齢人口については、ここには出

ていないということですね。 
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（事務局岩永次長） 

はい、ここで見ますと何歳から何歳までという目盛が打ってあるか

と思いますけれども、０歳から１４歳までが年少人口、それからそ

れ以降、６５歳までが生産年齢人口、というように見ていただける

と、具体的な数字は見えてきませんけれども、傾向としては見てい

ただけるかなと。 

（本間委員）わかりました。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。 

（本間委員）よろしいです。 

（委 員 長）はい。その他、何かございますか。特にご質問等はないというこ

とでよろしいでしょうか。それでは、ご説明にありました、網走

市の人口推計についても参照しながら、これからまた市庁舎に持

たす、機能・規模などについての参考にしていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。ということで（１）の人

口推計について、に続きまして、（２）の新庁舎の機能についてと

いうことで議題を移らせていただきたいと思います。 

 

(２) 新庁舎の機能について 

（委 員 長）この新庁舎の機能については、前回の委員会でも説明があったと

ころではございますが、その中で、委員の方から、「具体的な市の

スタッフの中での議論を踏まえた中での検討が必要ではないか。」

ということを踏まえまして、事務局の方よりご説明いただければ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

（事務局日野参事） 

事務局の日野でございます。新庁舎に導入する機能については、前

回の検討委員会で第５章の案として、お示しさせていただきました。 

その後、市役所内でも、どのような新庁舎に導入する機能を持たせ

れば良いかということで、４つの作業部会を設置しまして検討いた

しまして、市としての大まかな考え方をお示ししましたので、ご報

告させていただきます。 

資料２「新庁舎に導入する機能の検討結果報告」、こちらの方をお

開きいただきたいと思います。最初に、検討結果の評価ですけれど

も、３つ★で示しているのが優先度・重要度が高い、これは、概ね

「導入する。整備する。設置する。」という大まかな方向性を基本

構想に盛り込むのはどうか、という事項になります。２つ★が中、

１つ★が低ということで、「部会で出た意見などから、今後検討し

ながら決定していく事項」という評価、位置づけとしております。 
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次に１ページをご覧いただきたいと思います。防災・セキュリティ

部会での、３つ★となった主な評価について、報告していきます。

最初に（１）防災拠点機能というところでは、災害対策本部スペー

スというのを確保し、中層階以上に配置する、平常時は会議室とし

て利用する、また、関連機器を整備する。さらに、災害対策本部の

関連機器は、非常用発電設備で対応できる環境にする。このような

ことを示しています。 

次に２ページ目、重要諸室、例えば電気室、機械室、サーバー室等

は、想定外の津波・洪水にも考慮いたしまして、中層階以上に設置

する、そしてサーバー室などの機器類は、免震対策を行う。エレベ

ーター機器は、非常用発電設備で運転できる環境を整備して、自動

診断・復旧機能を有する機器を導入する。 

次に、ライフラインの確保ですけれども、電気は、国の指針に基づ

き外部からの供給なしで「７２時間」非常用電源を確保する環境を

整備する。上下水道の設備については、今後も検討を進めていく。

照明・空調・冷暖房は、ＬＥＤ機器の採用や、自然採光に配慮し、

サーバー室の空調は別とする。また、扇風機ですとか可搬式ヒータ

ーにより最低限の執務環境を確保する。というようなことでござい

ます。 

次に３ページ目、通信は、アナログの電話回線の確保ですとか、外

部との通信途絶というものに備えまして、国や道などとの連絡機器

に支障のない環境を整備すること、また、一時避難場所となった場

合、市民の方の情報入手手段として、フリーWi-Fi の設置、そして

モバイル端末を充電できる環境を整える。次に②受電系統、発電設

備、燃料供給の多重化などについては、今後検討を進めていきたい。

次に、想定外の津波・洪水が発生した場合は、中層階以上の会議室

などに一時避難場所を整備いたしますが、災害対策本部と一時避難

場所は同一階には配置しない。また、業務継続計画では、非常時優

先業務の実施に必要な燃料、飲料水を確保する。必要な部屋や機器

等を整備する方向性を示しております。 

次に（２）セキュリティ機能では、敷地内や庁舎内エレベーター内

にカメラや防犯灯を設置する。 

４ページ目、執務室は、共用エリアと執務エリアというのを区分い

たしまして、個人情報保護に配慮したレイアウトとすること、そし

て間仕切りのないオープンフロアとすること。また、サーバー室な

ど高いセキュリティ管理が求められる部屋につきましては、ＩＣカ

ード等による、入退室管理を行う方向性を示しております。 
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次に５ページ目から情報システム部会になります。 

来庁者へのサービスといたしまして、待合スペースへのフリー

Wi-Fi の設置とともに、行政サービスでのＩＣＴ機能については、

技術革新に対応できる各種情報収集に努めながら、書類のペーパー

レス化や、ＩＣＴを活用した窓口申請手続き、また、庁舎外での簡

易的な証明発行等を実現できる、このような環境を整備したいと思

っております。 

次に６ページ目になります。将来のＩＣＴ環境の変化に対応できる

ように、床下にＬＡＮケーブル等を収納するフリーアクセスフロア

を導入します。さらに、増え続ける文書を適正に管理するため、フ

ァイリングシステムを整備します。情報セキュリティ機能では、引

き続きセキュリティ体制の整備、バックアップ機能の強化、安全・

安心な庁内ネットワークの形成、サーバー室の入退室管理を行う、

さらに、各部署で保有しているシステム状況を再確認いたしまして、

移転方法を検討していくという方向性を示しております。 

次に７ページ目から窓口部会になります。窓口機能では、市民の利

用頻度が高い窓口、こちらの方は、低層階に配置する。窓口の形態

は、９ページ目にございます、③のワンフロアストップサービス、

各種申請、届出・相談、手続き等の用件が同じフロアで済む「ワン

フロアストップサービス」を基本として検討を進める、という部分

です。また、カウンターですとか、相談スペースは、個人情報や障

がい者の方などに高さや仕切りなど配慮したつくりとしたい、とい

うことでございます。 

次に１０ページ目ですけれども、市民活動機能といたしましては、

庁内に待合スペースを設置する。屋外スペースは、イベントスペー

スとして活用する方向性を示しております。 

次に１１ページ目から建物構造・行政事務部会になります。 

１２ページ目、防災拠点機能という部分では、国の耐震安全性基準

に合わせたつくりとすること。構造形式は、イニシャル、そしてラ

ンニングコストが安価な耐震構造というものを選択すること。想定

外の津波・洪水等も考慮いたしまして、重要諸室は、中層階以上に

設置すること、また、天井や照明などの落下防止、外装材のメンテ

ナンス性を重視すること。このようなことを記載しております。行

政事務機能では、執務スペースは、オープンフロア、ユニバーサル

レイアウトを採用する。会議室などは、可動式間仕切りなどを採用

する。このようなことを記載しております。 

１３ページ目、バリアフリー・ユニバーサルデザインにつきまして

は、総合案内の設置をはじめ、分かりやすい案内表示、マーク、配
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色にも配慮する。また、障がいを持った方などに配慮した駐車場な

どを設置する。 

１４ページ目、授乳室、キッズスペース、多目的トイレ、こちらを

設置いたします。 

次に、（４）環境負荷低減機能では、自然採光や自然通風を活用し

ます。そして高機能の部材を採用して、エネルギー消費量を削減し

ていく。このようなことを記載しています。 

次に（５）維持管理機能では、庁舎の長期利用というのを想定いた

しまして、将来の組織体制が変更した場合に対応できる融通性のあ

るつくり方や、設備などは補修、更新しやすい環境とすること。こ

ちらを記載されています。 

また、建築物の長寿命化を考えますが、コスト面、ランニングなど

も比較検証して、何を採用していくか検討していきたいということ

を記載されています。 

議会関連機能でございますけれども、誰もが利用しやすい環境を整

えます。その他では、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間

の方の資金や、経営能力等を活用して行うＰＦＩ方式の導入は、「適

さないという判断」に至った考え方を示しております。また、新庁

舎建設にあたりましては、国の各種補助制度などを活用して一般財

源を縮小していくという方向性を示しています。 

市役所内でのこのような作業部会を経まして、庁内検討委員会で各

事項の方向性を確認いたしまして、この３つ★の事項につきまして

は、基本構想に反映させたいという検討結果となりました。 

 

次に、資料３の方をご覧いただきたいと思います。 

１ページ目をご覧いただきたいと思います。計画編の第５章「新庁

舎の機能」については、先程もお話した通りで、前回の検討委員会

で内容についてお示ししておりますが、先ほどの、庁内で検討した

資料２によりまして、３つ★の付いた事項、こちらを基本構想計画

編（案）に記載したい、ということで、前回の内容から追加・削除

や文言修正などをした部分を赤文字で表示させていただいており

ます。赤文字の主な内容につきましては、先ほどの資料２にござい

ました、３つ★の内容の反映になりますので、ご確認いただきたい

と思います。 

新庁舎へ導入する機能の変更事項については、以上の通りでござい

ます。 

（委 員 長）ご説明ありがとうございました。今のご説明がありましたように、

資料２の方は、市役所の庁内の検討委員会で、それぞれの各部門



10 

 

で１ページ目にあります作業部会委員の方々で市役所の職員とし

て必要とされるものを検討された結果ということでございまして、

その報告がこの資料２でございます。そのうちの３つ★というも

のが、一番優先度が高いだろうということでございました。それ

について、例えば、この検討委員会で作成する基本構想で、前回

ご提示されたものに、赤字で変更されており、例えば２ページで

すとサービス形態というところで、赤文字で各種申請・届出・相

談・手続き等の用件が同じフロアで済む、ワンストップサービス

等という文言を、庁内の検討委員会の担当部署のところで重要で

あろうという文言を加えていったというような内容になっている

というご説明でございました。それが、こちらの基本構想の資料

３のほうの中で、５章のところにそれぞれ追加されていたような

内容になってございます。事前に資料が配布されていると思いま

すが、委員の皆様方からこの５章で、検討いただいた内容につき

まして、何かご質問あるいはご要望等ありますでしょうか。 

（清野委員）ＩＣＴ機能を活用した窓口申請手続きや庁舎外での簡易的な証明

発行等を実現できる環境を整備するっていうのがあるのですが、

これは具体的にどういうことを考えておられるのですか。 

（事務局日野参事） 

まず窓口です。今、申請書は紙で申請頂いていますが、これを端末

だとか機械を設置して、ボタンを押せば簡単に対応できるようにな

らないのか、というのが窓口申請のときのＩＣＴの一つです。それ

と、庁外で、というところにつきましては、近隣の市町村等でも取

り組んでいるところが少しずつ出てきたのですけれども、マイナン

バーカードによって、コンビニなどで戸籍謄本が取得できるという

ような取り組みをしておりますので、今後は市としてもそのような

ことを、庁舎内だけで証明をとるのではなくて、マイナンバーカー

ドがあれば庁外でもそのような手続きができるというようなとこ

ろに取り組みたいという内容になっております。 

（清野委員）じゃあ、どこかに小さな分庁舎を設けるとか、そういう考えでは

無いということですね。 

（事務局日野参事） 

今のところ、分庁舎を設けるという考え方は無いです。 

（清野委員）わかりました。 

（委 員 長）ありがとうございました。そのほか何かございますか。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

今回初めての出席なのですが、複合施設は作らないというふうに聞

いているのですけれども、それでよろしいのでしょうか。 
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（事務局日野参事） 

複合施設は作らないということで考えております。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

ということは、市役所としては地方の行政・立法は一色淡というこ

とですか。議会っていうのは市役所の一部ですか。議会の方は、移

転という話については、私は聞いていないのですけれども、議会も

建物の中に一緒になって入っているっていうことですよね。市役所

の一部っていうことでいいですか。 

（事務局日野参事） 

議会につきましては、同じ建物内に配置するということで、今回の

基本構想の方では進めさせていただこうと思っております。その部

分につきましては、後ほど、建て方の部分のお話も出てくるのです

けれども、１フロアを議会フロアとして使うような形で考えている

という状況でございます。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

議会の方で移転するという話は出ているのですか。出てないで、勝

手に、議会も一緒に持っていくという形になるのでしょうか。 

（事務局日野参事） 

今、議員さんの方でも、新庁舎建設に関わる特別委員会を作ってい

ただきまして、新しい庁舎の調査・研究を進めていただいておりま

す。その中でも一応、新しい庁舎に、議会が入るという認識で議論

いただいているということがございます。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

では、今後決定されるということですね。 

（事務局日野参事） 

はい、そのような形になります。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

あともう一つですけれども、社会福祉協議会といたしまして、この

資料２の方の、３ページですか。この中にあります、一時避難確保

という部分があるのですけれども、この津波・洪水によってどうの

こうのという部分があるのですが、これは想定される範囲ですけれ

ども、これに関しまして、私らの会としては、職員を派遣すること

はできないと。そういう危険な目に合わせるわけにはいかないので

出せませんというふうに、決めてはいないですけれども、皆さんの

意見がそういうふうになっています。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。 
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（事務局日野参事） 

社会福祉協議会の職員さん達の派遣は、想定外の津波・洪水が起き

た場合には派遣しないと。 

（鬼塚委員 代理 野田氏） 

危険を伴いますので職員の派遣はちょっと厳しいかなと。 

（事務局日野参事） 

ご意見の方、頂戴したいと思います。 

（委 員 長）今のご説明でよろしいでしょうか。はい。その他いかがでしょう

か。 

（本間委員）７ページなのですが。（２）の会議室・書庫等のなかで、一番下に

なりますが、「休養室を設置するとともに、着衣等を収納するスペ

ースなどを設置」するという項目がありますね。これはどの程度

のことを考えていらっしゃるのか。例えば、ロッカールームみた

いに一人ずつとして考えているのか、今ですと皆さん、例えばね、

洋服掛けを置いといて、それに掛けているような状態ですけれど。

そのあたりはどの程度のものを考えているのですか。 

（委 員 長）いかがでしょうか。 

（事務局日野参事） 

着衣等を収納するスペースですが、今まで通り、ジャンパー等や上

着を掛けておくようなスペースと、今後の検討になりますけれども、

庁内で議論したときに、長靴や合羽などは、収納場所が必要な部署

というのがあって、そういう必要部署には、ロッカー等の配置も考

えてほしいというようなところで、すべての職員に作るというわけ

ではなくて、必要最小限の部署にそのようなスペースを配置すると

いうようなイメージで考えております。 

（本間委員）わかりました。通常考えますと、女性の方って割と更衣室とか、

ある会社とか多いですよね。その辺りのことについては、一応、

今回は、配慮はしないということになりますか。 

（事務局後藤室長） 

室長の後藤です。事務局の日野の方からも話がありましたが、規模

的なものというのはまだ決まっておりませんけれども、方向性とし

ては、今の事務室には、先ほどお話のありました衣紋掛けみたいな

のがあって、作業服ですとか防寒服ですとかを置いてある部署もあ

れば、別室に長靴とかちょっとしたロッカーにまとめて入れたりし

ている部署もある。それから女性の更衣室というのは、現在地下の

方にあるのですが、その辺りがなかなか統一されず、ばらばらにな

っています。１箇所というわけにはいかないと思いますけれども、

そういう部屋もちゃんと用意する。それから、労働安全衛生規則に



13 

 

則ったかたちですので、そこには当然女性の方も含めて、スペース

を用意するという考えです。規模とか、どこの何階に、とかってい

う具体的なところは、まだこれからです。 

（本間委員）はい。あともう一点。９ページになりますが、５－４の議場・議

会関連諸室機能というところで、わざわざ赤字で書いているので

すが、「議場は固定席とせず」っていうところ、線を引いて、今回

これは中に入れないっていう話になっているのですが、何か理由

があったのですか。 

（事務局日野参事） 

はい、ありがとうございます。実は前回このように書かせていただ

いたのですけれども、議場の話はですね、これから議員さんたちと

色々と協議をした中で、どのような機能を持たせていくかというよ

うなところを議論していかないとならない。固定席にする・しない

っていう議論をまだしていない状態でしたので、ここの部分は今回

削除させていただいたというようなところでございます。 

（本間委員）わかりました。この中では削除したけれども、やらないというこ

とではないということですね。 

（事務局日野参事） 

その通りでございます。 

（本間委員）わかりました。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。はい。その他、ご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。 

（石川委員）色々読ませていただいたのですけれども、ＩＣＴ機能について、

これによってペーパーレス化、あるいはですね、窓口機能も最新

式のものでやっていくということなのですけれども、将来的に、

職員の数というのは、分野によって減少していくっていうことで

よろしいですか。それも計算の中に入っているかなと思って。ど

うでしょう。 

（事務局後藤室長） 

職員の人数を将来的にどうするということは考えていません。今現

在の配置されている人数がベースに考えております。 

（石川委員）はい、わかりました。 

（黒田委員）資料の２になりますけれども、３ページに避難場所っていうのが

載っています。それで、避難場所と、避難所と違うというふうな

んですよね。ここには避難所っていう形の名称っていうか、文字

が出てこないのですが、避難所となるとそれだけの設備が要する

と思うのですけど。その辺の大枠はできているのでしょうか。 
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（事務局岩永次長） 

今回お示ししている資料には避難場所という表現を使っています。

これは今、黒田委員さんがおっしゃったように、避難所ということ

にしますと様々な機能があるというふうに考えますし、現在避難所

として指定しているところについては、備蓄品があったり、運転装

置があったり、発電機を用意したりという備蓄品を持っていたりし

ます。ここの庁舎の一次避難場所については、基本的にスペースだ

けというように考えていまして、一時的に避難をしていただく空間

があるという考え方です。場合によっては、職員が業務を継続する

ために備蓄をしているものも用意することになると思いますが、そ

れを一緒に使うということは出てくるかと思いますけれども、基本

的には空間だけを用意するという考え方です。 

（黒田委員）人数はどのくらいを想定しているのですか。さっきの話ですと会

議室も開けるような話もありましたけれども、避難場所としてや

る場合は、例えば食事だとかそういったものを、今おっしゃった

ように、そういったものを用意しないということであれば、果た

してこれは何人が収容できることを考えているのかなという点を

お聞きしたいと思います。 

（事務局岩永次長） 

どのくらいの人数を収容できるのかというのは、以前から議論があ

るのですが、現在庁舎のスケールがまだ決まっておりませんので、

そこを明確にお伝えすることができないというように考えていま

すが、基本的には一時避難場所というふうに考えておりまして、洪

水、津波を想定したときには、ある程度津波の押し寄せる力が収ま

った段階では、指定された避難所の方に移動、何らかの形で移動し

ていただくということが基本で考えておりますので、今あったよう

に給食の用意だとかは基本的には用意をせず、残っている職員が業

務を継続できるための、例えば乾パンとかですね、そういった簡単

な食料とか水とかは用意しておりますので、そこは共有しながら時

間を過ごしていただくという程度ということで考えています。それ

から会議室についても、この表記にも中層以上というように書かれ

ておりますけれども、お年寄りの方もいらっしゃるでしょうから、

最高層のところに持っていくだとかではなくて、中層階にある会議

室なども活用しながら避難スペースとして活用いただきたいとい

うように考えております。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。 

（黒田委員）通常ですね、避難場所と避難所というのはだいたい兼ねていると。

そうするとここに避難してきた方は、津波で何日間か、１日２日
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ということになるのでしょうけど、その人達を避難所に移すとい

うのは、避難所はどこを想定しているのですか。 

（事務局岩永次長） 

庁舎の場所が、今我々がご提案している場所だとして、金市舘跡地

から、指定された避難場所ということになりますと、第一に網走小

学校、第一中学校、南ヶ丘高等学校、ということになろうかと思っ

ております。 

（黒田委員）わかりました。もう一点だけお聞きします。避難された方をどう

いうふうにして連れて行くというか、津波の中でその人達が、例

えば網走小学校でもいいのですけれども、そこへ連れて行くため

の手立てっていうのは、全部できるっていうことでいいですか。

何人来るのか、ちょっと今のところ想定できないわけですけれど

も。来た人については全部、役所の方で移送っていうか、移すこ

とができますよっていう理解でいいですか。 

（事務局岩永次長） 

災害の規模にもよるのですが、津波だというふうに想定した場合、

かなりの交通が難しくなってくるというふうに思っていますが、ど

の災害についても市の職員だけ、あるいは市だけで遂行できるとい

うようには考えておりませんので、そこについては前にも説明しま

したが、自衛隊であったり国であったり北海道の出先機関だったり

も協力を得ながら安全に避難所の方に移動していただくという方

法を取りたいというように考えております。 

（黒田委員）わかりました。 

（新谷（哲）委員） 

ちょっとよろしいですか。 

（委 員 長）どうぞ。 

（新谷（哲）委員） 

ちょっと勉強不足なので教えてもらいたい。今の議論を聞いていて

ちょっと思ったのですが、想定される地震の場所と、それから規模

によって、どのくらいの時間で想定されている津波が網走市を襲う

という想定をされているか。それと、仮に夜間だったときに近くに

いる住民を誘導して一次避難をさせるということですけれど、庁舎

の開放を含めて、どういうような対応をしようとされているか。多

分夜は管理人の人がいるのか、いずれにしてもそれも含めて、今想

定されているものを、参考のためにお聞きしたいなと思います。 

（事務局日野参事） 

北海道の方で調査していただきました津波のハザードマップです

と、まず地震の発生源が網走沖、能取岬の沖にある北見大和堆で発
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生した、というところでシミュレーションをしていただいておりま

す。地震の最大震度６強で津波のシミュレーションをしていただい

たところ、網走市にどのような津波の影響があるか、というマップ

になっています。このマップの中では、金市舘跡地周辺まで届かな

いというようなシミュレーションになっているというところでご

ざいます。また、夜間の状況ですけれども、夜間に災害等発生した

場合については、警備員さんが常駐するというような状況になって

おります。 

（新谷（哲）委員） 

もうちょっと教えてもらいたい。金市舘に届かないというのは、何

が。 

（事務局日野参事） 

津波の影響が、です。 

（新谷（哲）委員） 

津波が到達しない。 

（事務局日野参事） 

到達しない場所である、ということです。 

（新谷（哲）委員） 

震度６強でも津波は発生するけど到達しない。そういう意味ですね。 

（事務局日野参事） 

そういう意味ございます。 

（新谷（哲）委員） 

北見大和帯から、網走市に到達するまでの時間はどのくらいの時間

を想定しているのですか。 

（事務局日野参事） 

津波が網走港にどれくらいで到達するかというシミュレーション

ですけれども、津波影響開始時間、発生から２０分、ということで

シミュレーションされています。 

（新谷（哲）委員） 

震度６強というのは、その推定というのは何をベースにしているの

ですか。 

（事務局日野参事） 

北海道の地域防災計画という中で、海溝型地震と内陸活断層に関す

る最新の研究成果等からですね、算出しているということになって

おります。 

（新谷（哲）委員） 

そうすると最近随分、あの根室沖とか北方四島の方から地震が起き

たときに、災害で、まあ厚岸沖、釧路沖も含めて、どのくらいの高
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さで、かなり脅威的な津波のシミュレーションしているのがあるけ

れど、それと同じレベルで計算したものを使って、網走ではこの状

況であると理解していいですか。 

（事務局日野参事） 

網走については網走沖、能取岬沖、北見大和堆でのシミュレーショ

ンをしておりますので、最大で起こったときに４ｍ以上とかになる

場所はない、というようなシミュレーションの結果になっておりま

す。そのため、釧路の太平洋沖だとかっていう部分については、地

震の発生先のシミュレーションの場所が網走とは違って算出され

ていると思いますので、同じような形にはなっていないという状況

です。 

（新谷（哲）委員） 

わかりましたが、いずれにしても、今の議論の一番基本的なところ

から、そういうところからしっかりやると。市民の皆さんが理解で

きるような、アナウンスの仕方をしないとだめであろう。 

（事務局日野参事） 

はい。ありがとうございます。 

（委 員 長）はい、どうぞ。 

（大内委員）あの、ＩＣＴ機能とか、情報セキュリティ機能とあるのですが、

ＡＩの導入や、それからＩｏＴの導入を考えていくと、人口が減

ったとしても、それで補ったり、災害等のときでもＡＩが機能し

たりとかして補っていけるように進めていくようにも考えていっ

たらいいんじゃないかなと思うのですけれども。 

（委 員 長）その辺りはどうですか。想定の中で考えられているのですか。 

（事務局日野参事） 

はい。ありがとうございます。ＡＩの利用等につきましては、庁舎

だけではなく、市役所の仕事全体で、どのような業務に活用できる

のか、網走市役所がどこまで活用できるかっていうところは、今後

考えていきたいというところです。 

（大内委員）ありがとうございます。 

（委 員 長）どうぞ。 

（岡本委員 代理 乾氏） 

将来の職員の数はあまり変わらないという話があったと思うので

すが、人口動態が、これだけ減っていく中で、また、今言われたよ

うにＩＣＴ機能だとか、色々なものが進んでいく中で、職員の数が

減らないっていうのがちょっと疑問なのですけれど、いかがでしょ

うか。 
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（事務局岩永次長） 

資料３の１７ページですが、ここについては、庁舎の規模を求める

ためにということで、現在、西庁舎と本庁舎、それから保健センタ

ーに在職する職員が３４４人なので、どのくらいの規模の施設が必

要なのか、というのをベースにしたいという考え方です。 

今後、人口が減っていく中で市役所総体としては、外局の職員も含

めて、どのくらいの職員が必要なのかという部分については、行政

改革推進計画の中で様々な議論をすることになっております。 

今、指摘がありますように、あるいは市民の方からの声もあるよう

に、適正な職員の配置、適正な職員数については認識しております

ので、庁舎の規模とは別の形で議論をしていきたいというように思

います。 

（岡本委員 代理 乾氏） 

それともう一つ。先程、市議会の話出たのですけれども、そのこと

については今後まだ相談するということなのですけれども、当然市

議会の定数についても、現状１６人ですか、人口が減っていけば当

然減っていくのが…まあ比例するかどうかは別にして、減っていく

のではないかと、私は思うのですけれども。 

それを考えたときの議員庁舎っていうのを、やはり、市民の方が考

える、例えば、多機能に使えるような庁舎を考えた方が、議員の会

館もですね、今は特に、道議会も色々な議論があって、もう建つよ

うですけれども、網走はこれからですので、その辺りも含めて議員

さんとお話いただいたほうがいいかと思う。 

（事務局岩永次長） 

ありがとうございます。議員定数については、私達がこうしたいと

言うのは、なかなか難しい面になりますので、議員さん、あるいは

議員さんと市民の方達の意見交換の中で、提案されるものは提案さ

れるのかなというふうに考えております。ご意見があったように、

多機能的に使いたいというのは、我々も全く同じ考えでおりますの

で、そこは今後、議員さんと進めていき、前回の議論も参考にさせ

ていただきながら、決定をしていきたいなというふうに思っており

ます。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。 

（岡本委員 代理 乾氏） 

はい。 

（委 員 長）その他、いかがでしょうか。 

（橋本委員）当初から防災拠点としての市庁舎っていうことでお話されている

のですが、先程も質問があった通り、津波だとか水害に対する、
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なんとなく不安っていうのが払拭できない状況はあると思います。

私も公務員なのですが、公用車を何とかする方向を考えていただ

いた方がいい。やはり日常業務でも、この案の場所に市庁舎を建

てても、公用車の駐車場が確保できない、要するに庁舎の直ぐ側

に公用車がないっていうのは、日常業務にも支障をきたすでしょ

うし、特に災害時や有事の際に、すぐに動けないとか、車の置い

てある場所の方がが被害を受けているということになると、やは

り問題なので、防災機能っていうのを一つの基本方針の骨子に据

えているので、公用車を便利に使用できるように、もう少し想定

していただいた方がいいのかなというふうに思います。 

この間、連合の会議でも議論したのですが、駐車場の問題がやはり

出てくるということで、例えば今、あの金市舘跡地に駐車場を整備

しますけど、これはあくまでも中央商店街に持っていきたいと言い

ましたよね。要するに、市役所で借りっぱなしにするわけにはいか

ないのですよね。例えばイベントがあれば、それはイベントに使え

るっていうことが理由で、解体費用をもらい、土地を空けているわ

けですから、要するにこう、永続的に市役所が使えるっていう環境

にはないっていうのが基本的な考え方。例えば、休みの日にお祭り

やります、中央商店街があそこの広場を使いたい、となれば、市役

所の公用車を避けて、空けてくださいというふうに言われれば、そ

れはそちらが優先されるっていうことでいいですか。ちょっとそう

いう懸念があるなという話があったものですから、その点について

どうですか。公用車をなんとか確保すると、場所を確保するという

ことができるかどうか。 

（事務局日野参事） 

駐車場の問題でございますけれども、このあとですね、第６章のと

ころで、駐車場の台数等についても議論が出てくるような内容にな

っております。今のところ敷地内に、数台、緊急用の車両を置ける

ようなスペースは確保して、現在ある本庁舎の駐車場の方を公用車

置場として運用したいというふうな方向性で考えております。本当

は、すごく近いところに駐車場を借りられるようなものがあればい

いのですが、現状ではなかなか難しい状況かと考えております。 

（橋本委員）庁舎の前の部分を駐車場にする案ですけれども、そこはあくまで

も中央商店街の持ち物で、お借りするっていう立場なので、その

点については。 

（事務局日野参事） 

はい。そこはですね、市役所専用の駐車場として、お借りしたいと

いうようなことで考えておりますので、使用賃貸なのか、どのよう
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な手法をとるかは、今後の議論になってきますが、市役所開庁時に

はですね、市役所専用の市民、来庁者駐車場として使う、という考

え方でございます。 

（橋本委員）要するに、本来あそこはイベントだとかそういうことができるた

めに、あの土地を空けておくっていうのが、説明がありましたよ

ね。だからあの場所には建てられないのでこの案のところに建て

るのだっていうことなのだと。そして、当初のお金の問題も、か

からない、という説明だったように思うのですが、それは変わら

ないでしょうか。 

（事務局日野参事） 

そこは、変わらないです。今の通り、夏の期間は、らるあーと朝市

をやるなどは、そのまま継続してやれるような環境を整備したいと

思っていますし、お金も極力発生させたくないというようなことで

考えているところです。 

（橋本委員）極力発生しないっていうのと、発生しないっていうのはかなり違

うのですけど、どうでしょう。やっぱり当初ね、前の２回目くら

いのときにも、この土地どうする、借りるっていうことになると

ね、賃貸料っていうのは発生するのかどうかっていうのは、２回

目のときにも、かなり議論や質問はあったので、その際にはそう

いうことは考えていないということだったので、あとで、お金く

ださいって、利用にお金かかるっていうことになると、それは後

出しじゃんけんになってしまうので、要するに当初の土地を、建

てる場所をどこにするかっていう議論の前提が崩れることになる

ような気がします。だから、無いなら無いで明言していただいた

方がいいかなと思います。 

（委 員 長）どうですかね。 

（橋本委員）今すぐ答えることはできないかもしれませんけれど、これは無い

なら無いっていうことじゃないと、多分市民が納得しないってい

うか、最初の話と違っていないか、ということが起きてしまうの

が問題だと思うので、そこはしっかりやっていただければなと。

今答弁していただく必要はありません。 

（事務局後藤室長） 

法的にも、賃貸料が発生せず、長い間きちっと使えるのかどうかと

いうことは、文書のあり方ですとか、お互いどういう決めでやるか

というのは、今後具体的に話していきますけれども、私共の考えと

しては賃貸料を払って、使うというような考えは持っておりません。 

（委 員 長）ありがとうございます。今の議題のところでは、市庁舎の機能と

いうところでございますので、機能について、何か他にご意見あ
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れば、聞きたいということ、ございますか。特にございませんで

しょうか。先程、こちらの資料３にあります５章で、赤字を入れ

た内容について、この基本計画の５章の計画案として進めたいと

いう方向でよろしいでしょうか。 

（新谷（哲）委員） 

基本的には反対じゃないのですが、市役所のキャッチフレーズをど

ういうふうにするかにかかっているのかもしれないけど、先程言っ

たような、携帯でも何でも顔認証とかね、そういう時代で、そうい

うものに我々も今は一生懸命ついて行っているところだけど、いわ

ゆる市の姿勢のあり方というのが、これからどんどん高齢者が増え

てくるときに、今の最先端の技術を入れて、そして手続き業務も含

めてやっていくのか、それとも、もう少し優しく人に接するような

行政のあり方なのか、多分求めることも変わってくるというように

思います。それで、今のこの資料とか、説明なんかを聞いていると、

最先端の市役所の機能のあり方を求めて、やろうとしているようだ

けど、網走っていう街が、果たしてそういう機能で市役所の運営を

していっていいのかどうか、この辺りは、根本に関わってくること

ですが。まちづくりも含めて。なんとなく、それで大丈夫かなって

感じは、個人的に、これはあくまでも個人的な意見です。 

（委 員 長）ありがとうございます。本日、理念を検討するところがあります。

ただし、機能を生かしていくためには、理念の下での具体化にな

ってくると思いますので、この内容でよろしいでしょうか。それ

では５章につきましては、この庁舎の機能ということで進めさせ

ていただきます。どうも、ご意見等ありがとうございました。 

 

(３) 新庁舎の規模及び建設計画（案）について 

（委 員 長）続きましては、新庁舎の規模及び建設計画（案）について、事務

局からのご説明をよろしくお願いいたします。 

（事務局日野参事） 

それでは新庁舎の規模及び建設計画（案）ということで、方向性を

お示しさせていただきましたので、ご説明させていただきます。資

料３の１７ページの方をお開きいただきたいと思います。最初に第

６章「新庁舎の規模について」でございます。 

新庁舎に配置する部署及び職員数でございますけれども、本庁舎、

西庁舎、保健センター内の部署を集約することとし、職員数につい

ては、職員、そして嘱託・臨時等を含む、３４４人を基準として考

えていきたいというところでございます。また、市議会議員さんに
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つきましては、現状の１６名を基準として考えたいというところを

記載してございます。 

次に１９ページ目、新庁舎の面積ですが、現在の本庁舎と西庁舎の

面積が概ね７,０００㎡ですので、この面積を基準として設計して

いきたいと考えています。 

また、現在課題となっている、個人情報が守られないだとか、相談

スペースがない、会議室が少ない等については、対応することを前

提に検討を進めていく。 

そして、さらに、建設費用についても将来に過度な負担を残すこと

のないよう、今後の人口減少も見据えた必要最小限の規模を念頭に

面積縮小に取り組む。このようなことを記載しております。 

次に２１ページ目、駐車場の規模についてですが、現在の本庁舎及

び西庁舎の市民用駐車場は、６７台駐車できます。 

新庁舎の駐車台数ですけれども、士別市や岩見沢市などで採用して

いる、「市・区・町・役場の窓口事務施設の調査」及び「最大滞留

量の近似的計算法」の計算に基づきますと、市民アンケート結果の

数値、これは市役所に車で来る方が８割であったという数値、それ

と、２０２５年の当市の人口推計値、これを活用して計算した結果、

７２台という結果となりましたので、この台数を確保することで考

えていきたいというところでございます。 

また、公用車用駐車場につきましては、敷地内に数台分置けるスペ

ースを確保し、その他の公用車については、現在の本庁舎駐車場に

配置すると記載しております。さらに、障がい者をはじめ、妊婦の

方などに配慮した駐車場も確保していきたい、というようなことで

ございます。 

次に、第７章でございます。「新庁舎の建設計画について」でござ

いますけれども、２４ページ目、配置の計画ですが、新庁舎は、中

心市街地にある「金市舘ビル跡地周辺敷地」に建設することとして

おります。 

建設地の状況でありますとか、建設地の所有者の状況等を記載いた

しまして、既存市有地のみの敷地で新庁舎を建設する、という案を

Ａ案としております。次に、現在駐車場として利用されている民有

地等を取得して建設する案をＢ案として、中段に配置イメージを記

載しております。 

２７ページ目に建物ボリュームのイメージがございます。Ａ案です

と建築面積８７５㎡で８階建て、そしてＢ案は建設面積１,１６５

㎡で６階程度になることが想定されるというイメージで記載して

おります。 
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次に２８ページ目、建築計画でございますけれども、平面モデルで

新庁舎のレイアウトを検討するにあたり、コアと言われる「階段、

エレベーター、トイレなど」の配置は、１階あたりの床面積が、だ

いたい８００㎡～１,２００㎡程度が想定されますので、小規模・

中規模向けの建物でよく採用される、分散コア、偏心コアの採用を

前提に検討を進めていきたいというふうに考えております。 

続きまして、２９ページ目です。先程のコアの配置と廊下の組み合

わせ、どのような形にするのか、という部分は、メリット・デメリ

ットなどを比較しながら、業務効率を高めるような配置案を整理し

ていきたいというふうに考えております。 

次に３０ページ、階層の計画ですけれども、窓口エリアは、市民の

利用頻度が高い部署を低層階に配置する。市民利用エリアとなる、

ロビーや待合スペース等は、市民が利用しやすく、必要に応じて多

目的に活用できるように整備しまして、アクセスが容易な低層階に

配置したい。行政事務エリアは、市民の利用頻度が低い部署で、他

の部署の関係性を考慮して、中高層階に配置したい。 

次に災害対応エリアですが、災害対策本部は、市長・副市長、総務

防災課を同一階に配置して、エレベーターの停止等も考慮して、中

層階に配置したいということです。サーバー室や電気室などは、想

定外の津波災害を考慮して、中層階以上に配置します。 

次に一時避難エリアですが、災害時の一時避難場所は、各フロアの

会議室や議場を併用して配置したいというところです。 

最後に議会エリアでございますけれども、議会機能は、１フロアに

集約して、高層階に配置したいというところでございます。 

３１ページが各エリアの階層イメージになります。 

次に３２ページ目、構造計画でございますけれども、耐震安全性の

目標、という部分では、国の施設を建設する場合に、「官庁施設の

総合耐震・対津波計画基準」というものがございます。これに準じ

まして、構造体、建物の骨組みを建築基準法による基準よりも１．

５倍とする「Ⅰ類」を選択したいと考えております。 

次に、非構造部材、天井材ですとか、窓等を大地震に備え部材に損

傷や移動などが発生しない「Ａ類」としたいというところでござい

ます。次に、建築設備を大地震に備え、大きな補修をすることなく、

設備機能を相当期間継続できるという「甲類」に設定したいという

ところでございます。 

次に３３ページ目、構造形式の比較検証でございますけれども、建

物の構造形式というのは、耐震構造、制振構造、免震構造の３つに

区別されます。各構造形式の特徴をお示ししますと、耐震構造とい
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うのは、揺れに耐える構造で、イニシャルコスト、ランニングコス

トともに最も安価でございます。また、施工方法も一般的なもので

すので、地元の技術者、事業者による迅速な対応が可能です。さら

に、設計期間、工事期間が他の工法と比べ短期間で済むので、早期

に新庁舎の供用を開始できるというメリットがございます。一方で

大規模地震時に他の工法と比べると揺れやすいというデメリット

はありますので、各種機器等の転倒対策などに取り組むこととなり

ます。 

次に制振構造ですけれども、建物に制振ダンパーというものを設置

することで、大規模地震時に揺れを吸収させますので、耐震構造よ

りも、揺れが小さくなるという特徴がございます。高い耐震性能が

求められる場合に採用される工法ですが、他の自治体で新築庁舎の

事例は、ほとんどございません。 

次に免震構造ですけれども、建物の下に免震ゴム等を設置いたしま

して、大規模地震時に建物に揺れを伝えない仕組みです。制振構造

よりも特に高い耐震性能が求められる場合に採用される工法です

が、建設費用が他の工法より高く、ランニングで点検費用もかかり、

工事期間も長くなるというデメリットがございます。 

３４ページ目に表で、構造形式の比較をお示ししております。 

このような比較検討を行い、構造形式は、イニシャルコストやラン

ニングコスト、また、災害時を考えたときに、建物の点検と補修等、

すぐに対応できる「耐震構造」を採用したいということでございま

す。第６章、第７章の新庁舎の規模・建設計画についての説明は、

以上でございます。 

（委 員 長）ご説明ありがとうございました。本日はここにありますように、

新庁舎の規模及び計画案についてということでございますので、

まずはこの案について、ご不明な点、あるいは質問したいことが

ありましたら、委員の方からご説明いただきまして、その質疑を

受けて、次回以降にこの内容を詰めていくというような進め方と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。何かございま

すか。 

（本間委員）駐車台数についてなのですが、今、７２台ということで台数が出

たのですが、もし土地を取得できなければ台数は減ることになる

のでしょうか。そのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。

例えば１階部分をピロティにして、駐車場に使うというようなこ

とも、お考えになっているのでしょうか。 
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（事務局日野参事） 

設計については、これからの話にはなるのですが、計画の中では、

敷地内の一部に市民駐車場とは別に緊急用の公用車駐車場を数台

用意したいと思っております。 

（本間委員）公用車ではなくて。今はじき出した数字で言うと７２台というこ

とですよね。実際は土地を取得しなければ６５台ということです

から、必然的に７台の分は足りないと。足りない部分の台数につ

いてはどうするのかなと思うのですが。 

（事務局日野参事） 

６５台が今の現在の本庁舎・西庁舎で準備できている、市民用の駐

車場です。新しいところは７２台、７台分増やす、というイメージ

です。 

（本間委員）増やすということはどういうことですか。今の面積で考えると６

５台というような話では？ 

（事務局日野参事） 

今の場所が６７台です。ここで確保したいというのが７２台です。

今まで検討委員会の方でどれくらい確保できるのか、と議論があっ

た中では、仮ですけれども７３台くらい取れるのではないかと説明

しています。 

（本間委員）ということは今の面積に各々当てはめていくと７３台くらいは取

れる… 

（事務局日野参事） 

取れるのではないか、というところです。 

（本間委員）そうすると、必然的に１台あたりの面積は減るということですよ

ね、駐車場的に。そういうことではないのですか。 

（事務局日野参事） 

はい、どれくらい取れるかというのを、まあ机上ですけれども、２.

５ｍ×５ｍを１台の駐車スペースと考えたときに、７３台程度取れ

るのではないかということです。 

（本間委員）２.５…通常より若干ですね、１０cm くらい広いというところの話

ですね。だいたい普通ですと２.４ｍくらいですから。 

（事務局日野参事） 

そうです。２.５ｍの５ｍで考えたときにそれくらい取れるのでは

ないかということで考えております。 

（本間委員）わかりました。台数が取れるという話であれば。 

（委 員 長）よろしいですか。その他。はい。 

（水澤委員）今の駐車場の件なのですが、現在の金市舘跡地の駐車場がどのよ

うになっているのかを、皆さんわかっているのかどうかわからな
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いのですけれども、かなり無断駐車になっているのですよ。これ

から市役所の駐車場として、多分管理人さんとかがいないと、夜

中に無断駐車する方は非常に増えてくる可能性が高いと思います。

その辺りの事を、これからどう対策していくのかを、今日返答を、

とは言いませんが、現状として本当に惨憺たる状態です。駐車違

反の紙を貼っても、また停まります。そういうことを踏まえて、

７２台あったとしても、無断駐車が１０台、２０台あれば、結局

それでは回らないということになってくるので、その辺りも考え

ていただきたいと思います。 

（事務局日野参事） 

ありがとうございます。私達事務局の方でも、金市舘跡地の駐車場

の使用状況というのは把握しておりまして、そこは、管理手法等に

ついても、関係する中央商店街振興組合などと色々と協議して、ど

のような管理手法がいいか、というところを議論していきたいと考

えているところでございます。 

（委 員 長）その他いかがでしょうか。 

（清野委員）建物のボリュームのことに関して質問しますが、Ａ案、Ｂ案と、

２つ案が出ていたのですが、Ｂ案の方は、隣接する方との交渉に

よってという、前に言っていたのですけれど。おおっぴらにでき

ないのかもしれないですけれど、現在どのような進行状況か。ま

た、もしそれがＢ案、建物、土地の取得がうまくいった場合はＢ

案で話を進めていくようになるのかということを、ちょっとお聞

きしたいなと。 

（事務局後藤室長） 

確かこの検討委員会の中で、設計の自由度ということを考えたら、

面積をもうちょっと広く取ったほうがいいのではないかというこ

とで、積極的に進めていただきたいというお話があったと思います。

それで、現在、今、建物の建っていない土地については、地権者の

方と交渉はしております。ただ、今お話があったように、この場所

が、正式に決まるかどうかというのは、私どもは９月の議会で提示

をしようと思っておりますので、そこで承認された場合に初めてこ

こで建設ができるというスタイルになるわけですから、今お話でき

る状況としては、仮にそうなったときに、ご協力いただけますか、

というような話し方になっています。もしそうなったときに、どう

いう条件といいますか、どういうことでテーブルについていただけ

ますか、ということを、今進めている最中ですので、具体でこうい

う進捗ですとかっていうところまでは、いっていないのですけれど

も、状況としてはそういうことです。接触はさせていただいており
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ます。 

（清野委員）わかりました。 

（委 員 長）よろしいでしょうか、今の説明。 

（清野委員）はい。 

（委 員 長）その他いかがでしょうか。 

（橋本委員）そもそもの、建物のボリュームの話で、Ａ案の場合、２３.５ｍ×

３４ｍというようになっているのですが、今の市庁舎でいうと、

どのスペースくらいっていうか。イメージがちょっと。もし何か

参考になるものがあれば。この大会議室がどれくらい広いのか分

かりませんけれど。かなり狭いのかなって印象があったものです

から。今の市役所庁舎の階段がありますよね。今の市役所庁舎、

３階ですか。だから半分くらいになるっていうイメージなのでし

ょうか。 

（事務局後藤室長） 

総面積は今までもお話している通り、西庁舎と本庁舎を足したら、

だいたい７,０００㎡ということなのでが、ワンフロアの考え方で

比較という部分で、今の現庁舎、本庁舎の方ですよね。本庁舎に入

って、左側のほうが市民課ですとか、福祉ですとか、主に窓口があ

るのですが、あそこの事務スペースだけで、だいたい５００㎡です。 

（委 員 長）いいですか。はい。その他、ありませんか。今ご説明があった点

について何かご質問ございませんか。それでは、次回までに本日

説明のありました内容について、また各委員の皆さん方に再度見

ていただきまして、何かご意見をご準備していただいて、次回に

進めたいというふうに思ってございますがよろしいでしょうか。

それでは（３）の規模・建設計画（案）についてということにつ

いては、そう進めさせていただきたいと思います。 

 

(４) 基本理念について 

（委 員 長）次は（４）ということで、先程もありましたように、本来である

と理念ということですが、なかなか形、イメージ、あるいは形が

浮かび上がってこない中で、理念っていうのが、なかなか文字と

して浮かび上がってこないということですけれども、まだまだ具

体性はおぼろげでございますが、こういったような案が出てきた

ということになりましたので、前回も理念ということで、もう少

し皆様方からのご意見を募ろうということで、本日、再度、基本

理念の協議させていただきたいということでございます。まず事

務局の方からご説明いただければと思います。 
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（事務局日野参事） 

事務局より説明させて頂きます。前回、基本理念の候補案というこ

とで資料の方を提出させていただいておりましたが、その後、新谷

靜代委員より、（６）市民と環境に優しいコンパクトな庁舎、（７）

市民と環境に優しいスマートな庁舎、（８）市民と環境に優しいま

ちづくりの拠点となる庁舎、という具体的な基本理念の候補案を頂

きましたので報告させていただきます。 

（委 員 長）ありがとうございました。ということで、前回から出ております

案、ということで８案が出てきたということですが、もしよけれ

ば、新谷委員からこの３案の思いというのをお話いただければと

思いますが。 

（新谷（靜）委員） 

まず、何のための庁舎か、誰のための庁舎かって言われると、やっ

ぱり市民のための庁舎だろうと思いましたので、市民という言葉を

入れました。それから、（７）のスマートな庁舎の、スマートの意

味なのですが、日本語で言うとスリムなとか細いっていう意味にな

ると思うのですけど、英語だとスマートは賢いとか、きびきびと素

早く色んなことに対応するっていうような意味がありますので、コ

ンパクトっていう意味と、例えばこれからの多様化する市民のニー

ズとか、環境の変化とかに素早く対応していけるっていう意味で、

スマートな庁舎っていうのも、一つ、いいのかなと思って、その言

葉を選びました。以上です。 

（委 員 長）ありがとうございます。１番目の、市民としての安心柱も加藤委

員からご提案頂いただいているので、もしよければご説明いただ

ければと思います。 

（加藤委員）だいぶ始めのときに提出させてもらったので、核をついただけで？

高くなる建物、そして市民や自然の安全を守る場所であるってい

うところを、シンプルにまとめたのがこの言葉だったので、そう

させてもらいましたが、たくさん話し合いをしていく中で、もっ

と深いのだなということを気づいていった次第です。ただ、この

理念がどこに掲示されたり、何に載せられるかっていうところに

よっても、また、市民にどのように使っていく言葉なのかとか、

ただ、とりあえず書類でまずはテーマのように載せるものなのか

とか、その使い方によっても、選ぶものは変わってくると思うの

で、これだけではないかなと思いますが、この意見にさせていた

だきました。 

（委 員 長）ありがとうございます。そういったようなご意見というか、委員

からのお話を頂いたのですが、いかがでしょうか。それぞれの委
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員の中から、何か、いいなと思われるようなもの。例えば今あり

ましたように、キーワードとして、市民という言葉を入れる、と

いうのはどうでしょうかね。私達のパブリックな建物ですので。

この新庁舎が建設されても理念ですので、先程も言いましたよう

に、公に、ある意味入り口にどかんとあるようなものにはなって

いく。ただ書類上のものだけではないはずだと思います。その辺

りの認識は皆さんいかがでしょうか。当たり前のことでしょうけ

れども。やはり市民の方々に愛称されるというか、そういったよ

うなものとしての位置づけであると。 

（本間委員）アンケートに、全員のアンケートの答えじゃないですけれど、割

と多かったのは、適正な規模の、建設費が高くない庁舎がいい、

というようなことの意見が多かったので、私としては２番目かな

というように思ってはいるのですが。市民というところをあまり

強調し過ぎちゃいますと、何を目的にというところが見えてこな

いかもしれないので。 

（委 員 長）２番というと、経済的というか、コンパクトでというような、そ

ういう文言。いかがでしょうか。 

（橋本委員）この基本理念の考え方をちょっと確認したいのですが、検討委員

会でこの基本理念の案を決定して、それはそのあと議会にかかる

のですか。そして建設地そのものも、どこになるかはっきりとは

わからない、という状況なので、なんというか、あまり具体的に

なりすぎても、建設地の場所が変わったりだとか、建物の規模が

変わったりしたときに、ピタッとこない場合っていうのがあり得

るので、経済的な庁舎だとかそういう２、３とか６、７とかでも

いいと思いますけれども、場所が限定されるようなものになっち

ゃうと、議会とやるときに色々あるのかなと。このあとアンケー

トの話もするのですよね。 

（委 員 長）はい、する予定であります。 

（橋本委員）それであれば。そういうところが懸念されるかなと思うのがいく

つかあるので。スマートな庁舎というのもコンパクトな庁舎って

いうのもいいですけど、どうなるかわからないですよね。違う場

所で広くて背の低いものになるっていう可能性もあるので。ただ

理念だけで言い切っちゃう可能性がある。そこはちょっと考えな

がら選ばないといけないのかなと。 

（委 員 長）これは委員会としての理念ということでよろしいのですか。議会

とはちょっと違うかもしれない。 
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（橋本委員）議会にかけるっていうことですよね、これ。 

（事務局後藤室長） 

あくまでも皆さんに今色々と議論いただいているのは、網走市に対

して答申をする構想、計画になりますので、委員会としての理念で

構わないと思っています。そして議会にかけるのは、どこに建てま

すかという設置条例のことでありますので、場所が変わると考え方

が変わるというお話もありましたけれども、今までの議論を踏まえ

てきた中での委員会としての理念というお考えでお願いしたいと

思います。 

（橋本委員）わかりました。 

（委 員 長）この委員会の中の、我々の総意というようなことの考え方という

ことになると。 

（橋本委員）わかりました。 

（委 員 長）そうしますと、８案あるのですがこの中で絞るというか、もう少

しこの中で何案かに絞って、また検討させていただいていくよう

なことでやろうかなと思うのですがいかがですか。 

（石川委員）それでいいと思うのですが、個人的に言い出すと色んな意見があ

ると思う。私は色々将来的に考えて言うと３番がいいのかなと。

個人的な意見だけどね。だからやっぱり皆さんの意見を聞いて、

詰めてもらったらいいかなと思う。 

（委 員 長）ありがとうございます。お一人ずつ、この８案を見ながらお教え

いただければと思うのですが、じゃあ石川さんの方からよろしい

ですか。 

（石川委員）私は、何というのかな、将来的な、やっぱり、「ひと・もの・まち

が輝き続ける庁舎」っていう言葉がいいのではないか。中身につ

いては、色々と長くなるのですが、まとめると、これがいいのか

な、という。ひと・もの・まちも一体となって、庁舎を立ち上げ

ていくっていう。 

（井上委員）私は２番目の「将来へつなぐ持続的で経済的な庁舎」ということ

でいいと思います。 

（大内委員）市民っていう言葉と、将来っていう、いいところを両方取れない

かなと思うので、１番２番でうまく、例えば、将来と市民の庁舎、

とか、将来市民の庁舎とか、そういう方がいいのではないかと思

います。 

（岡本委員 代理 乾氏） 

僕は７番の「市民と環境に優しいスマートな庁舎」がいいと思いま

す。 
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（鬼塚委員 代理 野田氏） 

僕は３番の「ひと・もの・まちが輝き続ける庁舎」がいいと思いま

す。 

（加藤委員）自分の意見も踏まえつつ、１を踏まえながら、私は今６番がいい

です。 

（北野委員）個人的には将来につなぐという言葉がすごく好きなので、２番と

６番とかを混ぜたような案がいいかなと思います。経済的とか、

お金のことを入れるとちょっといやらしい感じがするので、ちょ

っとそこは入れたくないかな。 

（黒田委員）参考にある総合計画の基本理念「豊かな自然に ひと・もの・ま

ちが輝く健康都市 網走」がいいと思います。総合計画にも沿っ

ているのかなというように感じております。 

（後藤田委員） 

具体的なものもいいとは思うのですけれども、私も黒田さんと同じ

ような意見で、網走市の総合計画に則った中で、３番を推薦したい

と思います。 

（塩川委員）私も同じような話なのですが、一番上の参考の「豊かな自然に ひ

と・もの・まち・・・」これすごくいいなという感覚があったの

で３番にしたいと思います。 

（新谷（靜）委員） 

私は自分が挙げたので、７番の案でお願いします。 

（新谷（哲）委員） 

あまり基本理念というのに興味ないので、どれになってもいいのか

なと思う。ですから今言われた一番上の、まちが輝く健康都市のと

ころを庁舎と読み替えて、とりあえずそれを使うっていう手もある

と思う。むしろ市役所の、新しくできる庁舎の愛称かなんかを募集

した方がいい気がする。まあ、これ自体はどれにフィットしても全

然問題ない気がします。 

（清野委員）ぼくはどれも甲乙つけがたくて、どれとは言えません。以上です。 

（二宮委員）私も大変迷うところですけど、考え方としては新庁舎の建て方、

あるいは建て方の在りようだとかというところを指し示すとすれ

ば、市民と環境というのも大切なのかなと。例えば総合計画は具

体的な建物では無いような気がします。３番のような表現では。

とてもフィットするのですけど。この新庁舎の基本理念というよ

うに深めていくとすると、建て方の在りようと、市民と環境、こ

れちょっと、若干、工夫した表現がいいのかなというふうに考え

ています。 

（橋本委員）特に…、２と３ということで、お願いします。 
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（本間委員）私は、先程言った意見と同じで、２番でいきたいなと思います。 

（前田委員 代理 多田氏） 

私も２番でお願いします。 

（松井委員）私は３番がいいなと思います。 

（水澤委員）できれば、せっかくここの委員会の中での基本理念ということな

ので、委員の方が言ったものがいいと思う。先程お話したスマー

トという英語の意味が、とても僕はいいと思ったので、ただ、環

境ではなくて、「たちつてと」は頭に固く残るので、市民に、自然

に優しいスマートな庁舎という、少し変えたところで…７番を基

本として考えた方がいいと思いました。 

（委 員 長）ありがとうございました。ということで、それぞれのご意見があ

って、今のところで言いますと２番と３番と７番というのが、い

いのではないかというようなことだったと思いますが、２、３、

７の中で、ここの３つに絞って、次回もう一度皆さんでちょっと

考えて、あるいは文言修正でも構いませんので、２番、３番、７

番を候補として、次回皆さんのご意見をもう一度お伺いいただい

て、次回に決定したいと思うのですがよろしいですか。 

それでは２番、３番、７番という…ただこれに固定するのではなく、

この中からまた何かいいものがあれば、それをということで結構で

ございますので、次回についてはそういう形で進めさせていただき

たいと思います。どうもありがとうございます。 

 

(５) 次回の検討委員会開催について 

（委 員 長）続きましては（５）ということで、次回の検討委員会開催につい

て事務局のほうからお願いいたします。 

（事務局日野参事） 

次回の検討委員会の開催についてですけれども、令和２年４月１３

日の月曜日、そして４月１７日の金曜日を開催候補日といたしまし

て、今後皆様に事前の日程調整を行いまして、この二日間のどちら

かで決定していきたいというふうに考えています。また、開催時間

ですけれども、１３日だと午後５時から、こちらの場所で、４月１

７日金曜日だと、４時からの開催を考えておりますので、よろしく

お願いいたします。委員会の開催については以上でございます。 

（委 員 長）日程調整案のお知らせでした。よろしくお願いいたします。 
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(６) その他 

（委 員 長）その他ということで、何かまず委員の方からその他ございますか。

特にございませんか。では事務局から何かございますか。 

（事務局日野参事） 

はい。株式会社ドーコンで発生いたしました火災の影響により、追

加で行ったアンケート結果についてご報告をさせていただきたい

と思いますが、最初に株式会社ドーコン本社で発生した、火災発生

に関し、株式会社ドーコンの方からお話しいただきたいと思います。 

（株式会社ドーコン 山本） 

ただいま、網走市さんから紹介いただきました、株式会社ドーコン

の山本と申します。 

このたびは、弊社本社ビルの火災によりまして、お預かりしており

ましたアンケート調査を、一部データ未入力のまま焼失してしまう

という事象を起こしてしまい、大変申し訳ございませんでした。 

今回、再アンケート調査をさせていただきまして、網走市さんをは

じめ、アンケートにご回答いただいた方々に、多大なご協力をいた

だきまして、６６通の貴重なご意見をいただいたことに関しまして

は、大変感謝いたしております。 

弊社では、発災後、関係みなさまの、ご協力、ご理解を頂きながら、

全社一丸となって復旧に取り組んでまいりました。現在は、それぞ

れの部署ごとに新事務所を借りまして、それぞれ本格的に業務を再

開しているところでございます。 

今後とも、これまで同様、この新庁舎建設の基本構想の策定に向け

まして鋭意努力して参りたいと思っております。これからも、なに

とぞご理解を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局日野参事） 

私の方から追加で行った、アンケートの結果についてご報告させて

いただきますけれども、資料の４番の方を御覧いただきたいと思い

ます。前回の検討委員会の際に、アンケート内容の集計結果につき

ましてはご説明させていただいておりますが、その後、１２月１７

日から１月１０日の期間で、自由記述欄に記載していただいて、ご

自身の意見が反映されていないと思われる部分を再度ご回答頂き

たいということで、再アンケートの方を行いました。 

この結果、６６通のご回答をいただきまして、そのうち６通が白紙

の内容でございました。この頂いた内容を主な分類、１９項目に分

けまして、前回の頂いている数値に加え、集計した結果が資料４、

１ページ目から３ページ目となります。また、再アンケートで頂い
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た全てのご意見は、４ページ目から１０ページ目までに、全て記載

しているところでございます。前回と合わせまして、やはり自由記

述欄に寄せられたご意見で一番多かったのが建設地に関すること、

次に駐車場について、次に利便性の良い庁舎と、このような最終結

果でございました。委員の皆様におかれましては、前回配布の「資

料２ 新庁舎建設に関する市民アンケート結果」に加えて、本日配

布させていただいた資料もご確認いただきまして、今後の検討の参

考にしていただきたいと、このように思います。再アンケートに関

する報告は、以上でございます。 

（委 員 長）このことについて、何かございますか。 

（本間委員）先程答えられたと思うのですが、付帯設備は設けないというお話

でしたので。アンケートの中で結構多かったのが、カフェを作っ

てもらうというような答えが多かったのですが、その辺りについ

ては、反映はしないということでよろしいのですか。 

（事務局日野参事） 

カフェ等の設置について、前回もお話させていただきました。今の

所はですね、先程の第６章、第７章含めてですね、どのような機能

をもたせるかということ、第５章ですね、お話させていただきまし

たけれど、市民が交流するスペースとしては、待合スペース等を多

様化させて作りたいと思っています。周囲の飲食店等もございます

ので、庁舎内には、カフェスペースだとかは作っていくようなこと

は考えていないと、いうところでございます。 

（本間委員）わかりました。 

（委 員 長）その他いかがでしょうか。 

（新谷（哲）委員） 

それってあれですか、スペースの取り方にもよるけど、市民がどこ

かに座って団らんをするときに、自販機かなんかでコーヒーを飲む

とか、そういうスペースも作らないのですか。 

（事務局日野参事） 

そういうところではなく、どこかの店舗が入っていただいてカフェ

を運営してもらうだとかは、今は考えていないというところでござ

います。 

（委 員 長）よろしいでしょうか。はい。 

（橋本委員）前にもお話したのですが、アンケートでは建設地について、結局

１０６として、回答数が一番多いわけですよね。やっぱりその高

台の問題だとか防災の観点ってところでの懸念があるよっていう、

このアンケートの結果を踏まえて、この場所にしましたっていう

のはね、すごく言いにくいなと僕は思う。なるべくこの委員会の
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中で色々議論をして、防災に対するね、懸念みたいのを、払拭で

きればいいなと思って、色々質問もさせて頂いたわけですけど。

やっぱりその、公用車の問題だとかも含めてですね、まだ解決で

きたり、これから議会にかかる前とか、市の諮問の段階でも、や

っぱりそういう懸念があるから、そこをどうやって乗り越えてい

くっていうことを、もっと具体的に示して頂いたほうが、せっか

くこうやって皆さんで議論して、諮問するような形になるので、

この場所という件を、一応委員会の中では、多くの意見があって、

この場所っていうことになったので、建てるのであれば防災面で

不安がないのということをもうちょっとやっていただきたいと。 

アンケートの結果を、これ市民の声なわけですよね。一応、網走市

が考える、市民の声の取り方として、こういう意見があって、その

中のもっとも多くが、建設地についての意見だということをやっぱ

り踏まえないと、これからも議会も含めて、なかなか難しい面もあ

るのかなというふうに思いますので、アンケートの利用方法とか活

用方法とかですね、何を踏まえたのかっていうことを市民に示すべ

きだというふうに思いますので、その点何か広報するとか発信する

っていう努力をしていただきたいなと思います。 

（委 員 長）どうもありがとうございます。その他ございませんか。それでは、

長時間になり大変申し訳ございませんでしたが、これで本日の委

員会を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 


